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５ 物件調書 
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○ この調書は、事業への参加希望者が現地を確認する上での参考資料です。お申込みの前に、必

ず現地をご確認ください。 
 
○ 最寄り駅からの距離は、駅から物件までの概ねの直線距離を表示しています。 
 
○ 道路幅員は、原則として現況の幅員を表示していますので、建物建築等に伴い必要となる道路後

退等については、関係機関にご確認ください。 
 
○ 土地利用に必要な接道条件（幅員、連続性等）については、関係機関と十分協議してください。 
 
○ 各種供給処理施設（上・下水道、電気、ガス等）の利用にあたっては、各事業者と十分協議してく

ださい



 

 

-
 
2
0
 
- 

物件番号 事業用地名称 清水丘住宅西側用地 
交通機関 阪堺電軌阪堺線「我孫子道駅」下車 南東 約 450ｍ 

１ 所 在 地 大阪市住吉区清水丘三丁目７番３ 

面 積 
登 記 2,366.53㎡ 

実 測 2,366.53㎡ 
地 目 宅地 

供
給
処
理
施
設
の
状
況 

区  分 配管等の状況 照会先及び電話番号  

公営水道 有 
大阪市水道局図面閲覧コーナー 
０６－６２０８－００２６ 

接面道路 

の状況 

東側：幅員 約 6.3ｍ（建築基準法第 42条 1項 3号道路） 

西側：幅員 約 8.5ｍ（認定幅員 8.0ｍ） 

（市道住吉区第 1762号線） 

北側：幅員 約 3.9ｍ（建築基準法第 42条 2項道路） 

電  気 有 
関西電力(株)難波営業所 
０８００－７７７－８０２１ 

都市ガス 有 
大阪ガス（株）マップメンテセンタ― 
０６－６２０２－２１４１ 

公共下水道 有 
大阪市建設局道路・下水道資料閲覧コーナー 
０６－６２０８－８４１５ 

法
令
等
に
基

づ
く
制
限 

都
市
計
画

法 

市街化区域 
私道の 

負担等に 

関する 

事項 

負担の有無 有 

用途地域 第一種住居地域 

負担の内容 留意事項 10、11参照 
地域地区 準防火地域 

建ぺい率 80％ 容 積 率 200％ 

その他の法令等  

【
留
意
事
項
】 

１.一定規模以上の建築物の建設計画に対して、建築確認等法令手続きに入る前に、事前協議が必要になりますので、大阪市と協議してください。 
【問合わせ先：大阪市 都市計画局 開発調整部 開発誘導課】 

２.工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該活用用地に存するものすべてを現状有姿で売却しますので、物件の引渡しはあるがままの状態です。 
３.地上又は地中の別に関わりなく、これら工作物等を撤去される場合は落札者の責（費用負担含む）において関係法令を遵守のうえ適切に実施してください。 

４.売買契約の締結後に、この物件に隠れたかし
・ ・

が発見されても、その担保責任は一切負いません。 

５.本地南側で関西電力の電柱の一部、東側で柱上変圧器の一部が越境しています。また、敷地内北側には、架空線が残置されています。その取扱いについて
は、関西電力（株）難波営業所と協議してください。【連絡先：関西電力（株）難波営業所 電話：0800－777－8021】 
６.本地南東側で外灯への引込み架空線が越境しています。その取扱いについては、関西電力（株）難波営業所と協議してください。 
【連絡先：関西電力（株）難波営業所 電話：0800－777－8021】 

７.敷地内北側に NTT西日本-関西の電柱、電柱の支線及び電話線が残置されています。また、本地西側で電柱の一部が越境しています。その取扱いについては、
NTT西日本-関西と協議してください。【連絡先：NTT西日本-関西 電話：0800－2000－116】 

８.本地東側で大阪市の掲示板の一部が越境しています。その取扱いについては、大阪市住吉区役所と協議してください。 
【連絡先：大阪市住吉区役所 企画課 広報グループ 電話：06－6694－9842】 

９.敷地内北西側で清水丘３丁目西町会の看板が残置されています。その取扱いについては、清水丘３丁目西町会と協議してください。 
10.北側道路は私道（建築基準法第 42条第２項道路）となっています。建築基準法の規定により、道路中心線より２ｍ以上後退が必要となります。道路中心線
の位置は、北側道路の土地所有者及びその対側の土地所有者の全ての方と協議の上、決定してください。詳細については大阪市に確認してください。 
【問合わせ先：大阪市 都市計画局 建築指導部 建築企画課、大阪市 都市計画局 開発調整部 開発誘導課】 

11.北側道路に必要な幅員については、建築基準法の規定による中心後退に加え、土地利用計画に応じて都市計画法で求められる幅員への拡幅が必要となりま
す。詳細については大阪市に確認してください。【問合わせ先：大阪市 都市計画局 開発調整部 開発誘導課】 

12.宅地の計画によっては、北側道路の土地所有者全ての同意、東側道路の土地所有者の同意（都市計画法３２条）が必要となります。詳細については大阪市
に確認してください。【問合わせ先：大阪市 都市計画局 開発調整部 開発誘導課】 

物   件   明   細 
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物件番号１ 清水丘住宅西側用地 

 

清水丘 

ふれあい公園 

おりおの南公園 

（１）位置図 

阪堺線 

我孫子道駅 

清水丘３丁目 

  

物件位置 
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物件番号１ 清水丘住宅西側用地
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宅地 2,366.53㎡ 

大阪府 

 

事業用地 

（２）平面図 
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物件番号１ 清水丘住宅西側用地 
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（３）丈量図 
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物件番号 事業用地名称 守口八雲北住宅用地 

交通機関 
地下鉄谷町線「守口駅」下車 北 約１．４ｋｍ 

京阪本線「守口市駅」下車 北 約１.６ｋｍ ２ 所 在 地 守口市八雲北町二丁目 37番 2 

面 積 
登 記 730.62㎡ 

実 測 730.62㎡ 
地 目 宅地 供

給
処
理
施
設
の
状
況 

区  分 配管等の状況 照会先及び電話番号  

公営水道 有 
守口市水道局お客さまセンター 

０６－６９９１－６７７１ 

接面道路 

の状況 

東側：幅員 約８.４ｍ（市道八雲５－１号線） 

南側：幅員 約８.５ｍ（市道八雲５号線） 

電  気 有 
関西電力(株)守口営業所 

０８００－７７７－８０１６ 

都市ガス 有 
大阪ガス(株) マップメンテセンター 

０６－６２０２－２１４１ 

公共下水道 有 
守口市下水道部下水道管理課 

０６－６９９２－１７５１ 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都
市
計
画
法 

市街化区域 【留意事項】 

１．一定規模以上の建築物の建設計画に対して、建築確認等法令手続きに入る前に、事

前協議が必要になりますので、守口市と協議してください。 

２．工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該活用用地に存するものすべてを現

状有姿で売却しますので、物件の引渡しはあるがままの状態です。 

３．地上又は地中の別に関わりなく、これら工作物等を撤去される場合は落札者の責任

（費用負担含む）において関係法令を遵守のうえ適切に実施してください。 

４．売買契約の締結後に、この物件に隠れたかし
．．
が発見されても、その担保責任は一切

負いません。 

５.文化財保護法による周知の 埋蔵文化財包蔵地である「八雲遺跡」に指定されており、

建物建築等の際は同法に基づく届出が必要です。 

【問い合わせ先：守口市教育委員会生涯学習部生涯学習課 電話 06－6995－3158】 

６．戸建住宅の敷地面積は、７０㎡以上とすること。 

７．敷地境界線から建築物の外壁面は有効５０ｃｍ以上確保すること。 

 

用途地域 
 第二種中高層住居専用地域 

 第一種住居地域 

地域地区  準防火地域 

建ぺい率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

その他の法令等 
文化財保護法（埋蔵文化財包蔵地） 

景観計画区域（淀川等沿岸区域） 

私道の 

負担等に 

関する 

事項 

負担の有無 無 

負担の内容 ― 

物   件   明   細 
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物件番号２ 守口八雲北住宅用地 

京阪百貨店 

京阪守口市駅 

地下鉄谷町線守口駅 

（１）位置図 

府営守口八雲北住宅 

物件位置 

八雲小学校 

八雲中学校 

守口東高校 
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地下鉄谷町線大日駅 
庭窪浄水場 
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                         物件番号２ 守口八雲北住宅用地 （２）平面図 

八雲北町二丁目３７番２ 

    ７３０．６２㎡ 
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                        物件番号２ 守口八雲北住宅用地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）丈量図 

八雲北町二丁目３７番２ 
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物   件   明   細 

物件番号 事業用地名称 高槻芝生住宅用地 
交通機関  阪急京都線「富田駅」から南東へ約1.3km 

３ 所 在 地 高槻市芝生町2丁目19番4、19番5 

面 積 
登記簿 ： 1,902.24㎡ 

実 測  ： 1,902.24㎡ 

地 

目 
宅地 

【留意事項】 

１．開発許可申請等を行う際には高槻市関係部局と十分協議してください。 

２．工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該活用用地に存するものすべ

てを現状有姿で売却しますので、物件の引渡しはあるがままの状態です。 

３．地上又は地中の別に関わりなく、これら工作物等を撤去される場合は落札者

の責任（費用負担含む）において関係法令を遵守のうえ適切に実施してくださ

い。 

４．売買契約の締結後に、この物件に隠れたかしが発見されても、その担保責任

は一切負いません。 

５．本物件調書に記載の供給処理施設の状況は、各種台帳等により調査したもの

です。接続等については、事業者において各施設の管理者と協議してください。

また、現状と違う場合は施設管理者と十分に協議し現状に合わせて施工してく

ださい。 

６．落札者は、事業用地内にある既存の防犯灯については、維持管理を引き継が

なければなりません。関西電力㈱と協議し名義変更に必要な書類を作成のうえ

提出してください。開発に伴う防犯灯の移設・新設については、高槻市並びに

地元自治会と協議してください。  

７．越境物の存在は確認できていませんが、越境物があった場合は落札者にて隣

接者と協議し解決してください。 

８．事業用地のうち19番5は現状水路です。水路廃止はできませんので開発区域に

含み水路として高槻市へ帰属してください。 

 

接面道路 

の状況 

東側： 幅員 約８．７０ｍ （認定幅員8.71～15.70m） 

（市道芝生町232号線） 

南側： 幅員 約１２．０ｍ （認定幅員8.00～22.20m） 

（市道芝生町231号線） 

法

令

等

に

基

づ

く

制

限 

都

市

計

画

法 

市街化区域 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

地域地区 準防火地域、第２種高度地区 

建ぺい率 60％ 容 積 率 200％ 

そ

の

他

の

法

令

等 

 

私道の負担 

等に関する 

事項 

負担の有無 無 

負担の内容 無 
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供
給
処
理
施
設
の
状
況 

区  分 配管等の状況  照会先及び電話番号  

【留意事項】 

９．地元要望等を受けており道路整備等の開発条件を付しています。

地元等から合意を得たものを P.6の土地利用条件やP.33の条件整備

図に反映していますので、内容を十分にご理解のうえ計画・整備し

てください 

10.東西、南北に整備する開発道路については、隣接する北側住民が有

事の際に非難や消防等活動ができるよう整備するものですので留意

してください。また北側水路を道路幅員に取り込むことはできませ

んので、落下防止柵を設置してください。 

11.ゴミ置き場の設置については、事業区域内で必要な規模（条例上7.1

㎡以上）にプラスして周辺住民が利用する規模を整備してください。

規模については高槻市と十分に協議してください。 

12.既存の水路橋の付け替えについては、北側に隣接する石田ハイツの

オーナー様が水路の占用者となりますので、高槻市への申請にあっ

ては十分に協議してください。また、新設する水路橋は、現状以上

の機能を有するものとし、その構造等については高槻市と十分に協

議してください。 

13.事業用地南・東側の市道明示、西側の民地との境界協議図は作成し

ておりませんので、必要であれば落札者において明示等を受けてく

ださい。 

14.工事に際し、現況広場の使用を停止する際には、事前に予告のお知

らせ文を貼り出すなど考慮してください。 

 

公営水道 東側・南側 有 
高槻市水道部 管路整備課 

０７２－６７４－７９４５ 

電  気 南側 有 
関西電力(株)  高槻営業所 

（０８００）－７７７－８０１８ 

都市ガス 南側 有 

大阪ガス(株) 導管事業部 

マップメンテセンター 

(０６)－６２０２－２１４１ 

公共下水道 
（汚水）南側 有 

（雨水）東側・南側 有 

高槻市都市創造部 

下水河川企画課 

０７２－６７４－７４３２ 
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物件番号３ 高槻芝生住宅用地 

（１）位置図 
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物件番号３ 高槻芝生住宅用地 

 

（２）平面図 
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物件番号３ 高槻芝生住宅用地 

 

 

（３）丈量図 
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物件番号３ 高槻芝生住宅用地 

 

（４）条件整備図 


